
昭
和
三
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
八
号

工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
き
、
な
ら
び
に
同
法
お
よ
び
工
業
用
水
道
事
業

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
工
業
用
水
道
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。

（
書
類
の
経
由
等
）

第
二
条
　
次
の
届
出
、
申
請
及
び
報
告
は
、
そ
の
届
出
、
申
請
ま
た
は
報
告
に
係
る
工
業
用
水
道
の
給
水
先
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
、
申
請
及
び
報
告
を

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
七

条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
、
附
則
第
四
項
、
附
則
第
八
項
ま
た
は
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
　
法
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
ま
た
は
第
九
条
第
二
項
の
許
可
の
申
請

三
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
認
可
の
申
請

四
　
工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

五
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
、
申
請
ま
た
は
報
告
を
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
届

出
、
申
請
ま
た
は
報
告
に
係
る
書
類
の
写
一
通
を
そ
の
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
の
届
出
お
よ
び
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
届
出
書
ま
た
は
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
設
計
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
様
式
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
様
式
第
四
に
よ
る
給
水
区
域
に
お
け
る
工
業
生
産
現
況
書

二
　
様
式
第
五
に
よ
る
給
水
区
域
に
お
け
る
工
業
用
水
使
用
現
況
書

三
　
様
式
第
六
に
よ
る
工
業
用
水
道
布
設
年
次
計
画
書

四
　
様
式
第
七
に
よ
る
建
設
資
金
調
達
年
次
計
画
書

五
　
様
式
第
八
に
よ
る
建
設
資
金
償
還
年
次
計
画
書

六
　
水
源
選
定
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

七
　
水
源
の
確
保
に
行
政
庁
の
許
可
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
許
可
書
の
写
（
許
可
の
申
請
を
し
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
申
請
書
の
写
）

八
　
水
源
の
水
量
お
よ
び
水
質
を
記
載
し
た
書
類

九
　
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七

号
）
第
二
条
第
六
項
で
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業
（
以
下
単
に
「
公
共
施
設
等
運
営
事
業
」
と
い
う
。
）

に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
で
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施
契
約
に

係
る
書
類
（
以
下
「
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施
契
約
書
」
と
い
う
。
）
の
写

５
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
、
第
二

項
、
第
三
項
及
び
前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
も
つ
て
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
第
一
号
か
ら

第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
届
出
お
よ
び
許
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
ま
た
は
同
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
ま
た
は
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
附
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
様
式
第
二
に
よ
る
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二
　
そ
の
届
出
ま
た
は
申
請
が
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ま
た
は
第
三
号
の
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
前
条
第
四
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

三
　
工
事
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
工
事
設
計
を
記
載
し
た
書
類
お
よ
び
前
条
第
四
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

四
　
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
四
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類

五
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
、
か
つ
、
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施
契
約
書
の
内
容

の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類
の
写

２
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
、
前
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
項

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
も
つ
て
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
の
休
止
お
よ
び
廃
止
）

第
七
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
ま
た
は
同
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
十
二
に
よ
る
届
出
書
ま
た
は
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
水
開
始
前
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
以
外
の
設
備
に
係

る
工
事
な
ら
び
に
次
の
各
号
の
設
備
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
そ
の
能
力
の
変
更
を
伴
わ

な
い
も
の
、
集
水
埋
き
よ
お
よ
び
管
き
よ
に
つ
い
て
は
同
一
の
形
質
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
の
変
更
を
伴
う
も
の
、
取
水
門
、
取
水
ぜ
き
、
防
潮
ぜ
き
、
取
水
塔
、
取
水
わ
く
、
井
戸
、
貯
水
池
、
貯

水
そ
う
、
沈
砂
池
、
ち
ん
で
ん
池
、
凝
集
池
、
浄
水
池
、
配
水
池
お
よ
び
配
水
そ
う
に
つ
い
て
は
そ
の
能
力
ま
た

は
容
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
変
更
を
伴
う
も
の
と
す
る
。

一
　
取
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
取
水
門
、
取
水
ぜ
き
、
防
潮
ぜ
き
、
取
水
塔
、
取
水
わ
く
、
取
水
管
き
よ
、
集
水

埋
き
よ
、
井
戸
、
沈
砂
池
お
よ
び
ポ
ン
プ

二
　
貯
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
貯
水
池
お
よ
び
貯
水
そ
う

三
　
導
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
導
水
管
き
よ
お
よ
び
ポ
ン
プ

四
　
浄
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
ち
ん
で
ん
池
、
凝
集
池
お
よ
び
浄
水
池

五
　
送
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
送
水
管
き
よ
お
よ
び
ポ
ン
プ

六
　
配
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
配
水
池
、
配
水
そ
う
、
配
水
管
お
よ
び
ポ
ン
プ

第
九
条
　
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
規
程
の
設
定
の
届
出
を
し
、
ま
た
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
供
給
規
程
の
設
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
ま
た
は
申
請
書
に
次
の
書

類
を
添
附
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
料
金
に
関
す
る
説
明
書

二
　
様
式
第
十
五
に
よ
る
収
支
見
積
書

三
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
供
給
規
程
の
設
定
の
届
出
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施

契
約
書
の
写

1



２
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
、
ま
た
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供

給
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出
書
ま
た
は
申
請
書
に
次
の
書
類
を

添
附
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
料
金
の
変
更
を
伴
う
届
出
又
は
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
書
類

二
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
供
給
規
程
の
変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
実
施

契
約
書
の
写

三
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
供
給
規
程
の
変
更
の
届
出
又
は
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
、
か
つ
、
公
共
施
設

等
運
営
権
実
施
契
約
書
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類
の
写

３
　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
三
号
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
書
類
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
三
号
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
も
つ
て
、
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
家
用
工
業
用
水
道
の
届
出
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
、
導
水

施
設
、
浄
水
施
設
、
送
水
施
設
お
よ
び
配
水
施
設
と
す
る
。

第
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
質
の
測
定
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
の
申
請
）

第
十
三
条
　
令
第
一
条
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
四
条
　
工
業
用
水
道
事
業
者
は
、
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎

年
七
月
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
自
家
用
工
業
用
水
道
を
布
設
し
て
い
る
者
は
、
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
七
月
末

日
ま
で
に
、
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
（
経
済
産
業
大
臣
が
し
た
処
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

経
済
産
業
大
臣
又
は
そ
の
指
名
す
る
職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

第
十
七
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で

に
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
、
場
所
及
び
事
案
の
内
容
を
異
議
申
立
人
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
公
示
す

る
。

第
十
八
条
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
そ
の
他
の

参
考
人
に
意
見
聴
取
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
　
利
害
関
係
人
（
参
加
人
を
除
く
。
）
ま
た
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
参
加
し
て
意
見
を
述

べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
書
面
を
も
つ
て
、
そ
の
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
の
あ
る
こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
十
条
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
終
了
後
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
件
名

二
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

三
　
議
長
の
氏
名
及
び
職
名

四
　
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
陳
述
の
要
旨

六
　
証
拠
が
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
十
一
条
　
当
事
者
お
よ
び
利
害
関
係
人
は
、
当
該
事
案
に
関
す
る
調
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
規
定
に
よ
る
届
出
）

第
二
十
二
条
　
法
附
則
第
四
項
の
届
出
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
概
況
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
四
の
と
お
り
と
す

る
。

３
　
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
業
用
水
道
施
設
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
五
の
と

お
り
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
四
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
三
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

第
二
十
三
条
　
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
に
第
十

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
　
法
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書
を
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

第
二
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
三
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
当
該
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
工
業
用
水
道
事
業
に
関
す
る
報
告
を
し
よ
う
と

す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
工
業
用
水

道
事
業
報
告
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

二
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
自
家
用
工
業
用
水
道
の
給
水
に
関
す
る
報
告
を

し
よ
う
と
す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

自
家
用
工
業
用
水
道
報
告
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
省
令
の
施

行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た

効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
異
議
の
申
立
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
一
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）
　
抄
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第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
一
七
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
五
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
（
第
二
十
九
条
第
四
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年

二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１

様式第1（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 工業用水道事業届出（許可申請）書 年月日 経済産業大臣殿 届出（申請）者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第3条第1項（第2項、附則第4項）の規定に基き、工業用 水道事業について、下記のとおり届け出（申請し）ます。 給水区域 給水能力立方メートル／日 種別 水源 取水地点 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
２
〔
第
３
条
・
第
４
条
〕

様式第2〔第3条・第4条〕（平11通産令23・全改） 事業計画書 1給水開始予定年月日 年月日 2給水計画 現在取水して給水開始年度 給水淡水いる工業用水において取水 、 海水の1日当りのする工業用水－計画給水量備考 先の別量の1日当りの 量 立方メートル／日立方メートル／日立方メートル／日立方メートル／日 淡水 海水 淡水 海水 淡水 海水 淡水 海水 淡水 海水 淡水 合計 海水 3予定料金 円／立方メートル 4収支の見積 年度 年度年度年度年度年度 項目 1．総収益＋＋千円千円千円千円千円 営業収益 料金収入 基本料金 その他 その他営業収益 営業外収益 他会計補助金 その他営業外収 益 特別利益 2．総費用＋＋ 営業費用 人件費 動力費 薬品費 修繕費 減価償却費 その他営業費用 営業外費用 支払利息 その他営業外費 用 特別損失 1．－2． 企業債残高 備考1料金収入については、その内訳書を添付すること。 2事業の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 3用紙の大きさは、A列4号とすること。 
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様
式
第
３

様式第3（平8通産令11・一部改正） 工事設計書 1工業用水道施設の位置、規模および構造 工事計画の要 工事計画 費目工種名称形状数量単位金額 千円 設計図面（別紙） 設計基礎計算書（別紙） 2浄水方法の要および供給する工業用水の水質 3配水管の末端における水圧 最高最低 4工事の着手および完了の予定年月日 着手年月日完了年月日 備考1事業の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
４

様式第4（平8通産令11・一部改正） 給水区域における工業生産現況書 業種出荷額工場数従業員数 千円 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
５

様式第5（平8通産令11・一部改正） 給水区域における工業用水使用現況書 用水量 主要淡水 主要 工場名自家用水買水海水合計 製品名 小計 工業用 地表水地下水上水道 水道 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 立方メ ートル／日 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
６

様式第6（平2通産令3・平8通産令11・一部改正） 工業用水道布設年次計画書 年度 合計 年度年度年度年度年度 費目 千円千円千円千円千円千円 取水工事費 貯水工事費 導水工事費 浄水工事費 送水工事費 配水工事費 用地取得 費 用地使用 附帯雑費 補償費 その他 計 備考1事業の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
７

様式第7（平8通産令11・一部改正） 建設資金調達年次計画書 年度 合計 年度年度年度年度 資金区分 千円千円千円千円千円 合計（） 備考1資金区分は、その償還条件が異るものごとに一欄を用いて記載すること。 2合計欄の（）内には、建設利息の見積額を記載すること。 3事業の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 4用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
８

様式第8（平8通産令11・一部改正） 建設資金償還年次計画書 資金区分 （）（）（） （支払（元金年度末（支払（元金年度末（支払（元金年度末 年 償還額償還額償還額 年度利息）利息）利息） 次償還額）未済元金償還額）未済元金償還額）未済元金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 摘要 備考1建設資金（建設利息を含む。）の償還について記載すること。 2資金区分は、資金の償還条件が異るものごとに一欄を用いて記載すること。 3摘要欄には、資金の償還条件を記載すること。 4事業の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 5用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
９

様式第9（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 工業用水道事業変更届出（許可申請）書 年月日 経済産業大臣殿 届出（申請）者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第6条第1項（第2項）の規定に基き、工業用水道事業の変更について、下記のとおり届け出（申請し）ます。 現在変更後 給水区域 立方メートル立方メートル 給水能力／／ 日日 種別 水源 取水地点 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

7



様
式
第
１
０

様式第10（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 氏名等変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 下記のとおり氏名（名称、住所）を変更したので、工業用水道事業法第7条の規定により届け出ます。 変更の内容変更前変更後 変更の理由 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
１
１

様式第11（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 事業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 下記のとおり工業用水道事業者の地位を承継したので、工業用水道事業法第8条第2項の規定により届け出ます。 承継年月日年月日 被承継人の氏名また は名称および住所 承継の原因 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
１
２

様式第12（平29経産令31・全改、令2経産令92・一部改正） 事業休（廃）止届出（許可申請）書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 届出（申請）者ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第9条第1項（第2項）の規定に基づき、工業用水道事業の休（廃）止について、下記のとおり届け出（申請し）ます。 休（廃）止年月日年月日 休止の場合はその期間 休（廃）止の理由 休止又は廃止により、 公共の利益を阻害する別紙のとおり ことのない理由 一部休止の場合は、そ の範囲 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
１
３

様式第13（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 給水開始届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 下記のとおり給水を開始するので、工業用水道事業法第13条の規定により届け出ます。 給水開始年月日年月日 施設工種名称形状数量単位備考 備考1使用を開始する工業用水道施設の設計図面を添附すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
１
４

様式第14（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 供給規程設定届出（認可申請）書 年月日 経済産業大臣殿 届出（申請）者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第17条第1項（第17条第2項、附則第8項）の規定に基き、供給規程の設定（供給契約の条件）について、下記のとおり届け出（認可を申請し）ます。 供給規程（供給契約 別紙のとおり の条件） 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
１
５
〔
第
１
０
条
〕

様式第15〔第10条〕（平11通産令23・全改） 収支見積書 給水能力立方メートル／日 計算期間年月日から年月日まで 項目金額（千円）備考 1．総収益＋＋ 営業収益 料金収入 基本料金 その他 その他営業収益 営業外収益 他会計補助金 その他営業外収益 特別利益 2．総費用＋＋ 営業費用 人件費 動力費 薬品費 修繕費 減価償却費 その他営業費用 営業外費用 支払利息 その他営業外費用 特別損失 備考1．金額は、供給規程の実施後おおむね10年度間の見込額の毎年度の平均額を記載すること。 2．本様式の他に、様式第8を添付すること。 3．用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。  
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様
式
第
１
６

様式第16（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 供給規程変更届出（認可申請）書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 届出（申請）者ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第17条第1項（第2項）の規定に基き、供給規程の変更について、下記のとおり届け出（認可を申請し）ます。 変更の内容別紙のとおり 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
１
７
〔
第
１
２
条
・
第
２
４
条
〕

様式第17〔第12条・第24条〕（平11通産令23・全改、平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 自家用工業用水道届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 届出者ならびに法人にあってはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第21条第1項（附則第9項）の規定により、自家用工業用水道について下記のとおり届け出ます。 給水先（自家用の場 合は、その旨記載す ること） 立方メートル 給水能力（）／日 種別 水源 取水地点 給水開始の年月日年月日 施設の位置、規模お 別図のとおり よび構造 備考1給水能力欄の（）内には、他の工業用水道または工業用水法の規定による許可井戸に係る部分を外数で記載すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。  

11



様
式
第
１
８
〔
第
１
２
条
〕

様式第18〔第12条〕（平11通産令23・全改、平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 自家用工業用水道変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 届出者ならびに法人にあってはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第21条第2項の規定により、自家用工業用水道に関する変更について、下記のとおり届け出ます。 変更前変更後 氏名または名称および 住所 給水先（自家用の場合 は、その旨記載するこ と） 給水能力（）立方メートル／日（）立方メートル／日 種別 水源 取水地点 施設の位置、規模およ 別図のとおり別図のとおり び構造 変更の年月日年月日 備考1給水能力欄の（）内には、他の工業用水道または工業用水法の規定による許可井戸に係る部分を外数で記載すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
１
９

様式第19（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 自家用工業用水道廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者氏名または名称および住所 ならびに法人にあってはそ の代表者の氏名および住所 下記のとおり自家用工業用水道を廃止したので、工業用水道事業法第21条第2 項の規定により届け出ます。 廃止年月日年月日 廃止の理由 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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様
式
第
２
０

様式第20（平8通産令11・平11通産令23・平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 令第1条ただし書の規定による承認申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者氏名または名称および住所 ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第19条の規定による水質の測定に関し、下記の事項について 測定を行わないこととしたいので、工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規 定により承認を申請します。 測定を行わない事項 その理由 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
２
１
〔
第
１
４
条
〕

様式第21〔第14条〕（平11通産令23・全改、平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 工業用水道事業報告書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 報告者ならびに法人にあつてはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第23条第1項の規定により、下記のとおり報告します。 1．事業の状況 事業名 水源の種類 給水能力 計画給水能力立方メートル／日 現在給水能力立方メートル／日 2．給水の状況 契約水量（立方メート年間給水量（立方メー 給水先名業種 ル／日）トル） 合計 3．収支の状況 項目金額（千円）備考 1．総収益＋＋ 営業収益 料金収入 基本料金 その他 その他営業収益 営業外収益 他会計補助金 その他営業外収益 特別利益 2．総費用＋＋ 営業費用 人件費 動力費 薬品費 修繕費 減価償却費 その他営業費用 営業外費用 支払利息 その他営業外費用 特別損失 3．当年度純利益（1．－2．） （又は当年度純損失） 4．前年度繰越利益剰余金 （又は前年度繰越欠損金） 5．当年度未処分利益剰余金 （又は当年度未処理欠損金） 4．その他 当年度末積立金残高 項目金額（千円）備考 減債積立金残高 利益積立金残高 その他積立金残高 当年度末企業債残高 項目金額（千円）備考 企業債残高 備考1毎年3月31日またはそれ以前で3月31日にもっとも近い日に完了する事業年度の実績について記載すること。 2用紙の大きさは、A列4号とすること。 
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様
式
第
２
２
〔
第
１
４
条
〕

様式第22〔第14条〕（平11通産令23・全改、平12通産令175・令2経産令92・一部改正） 自家用工業用水道報告書 年月日 経済産業大臣殿 氏名または名称および住所 報告者ならびに法人にあってはそ の代表者の氏名および住所 工業用水道事業法第23条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 給水先自家用の場合は、そ年間給水量 備考 の旨記載すること（立方メートル） （） （） （） 計（） 備考1毎年3月31日以前の1年間の実績について記載すること。 2年間給水量欄の（）内には、他の工業用水道または工業用水法の規定による許可井戸に係る部分を外数で記載すること。 3用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
２
３

様式第23（平12通産令175・一部改正） 表 ←12センチメートル→ 第号↑ 工業用水道事業法第24条第2項の規定による身分証明書 職名および氏名 年月日生 ルトメチンセ8 ー 年月日発行 写真 押出スタンプ 経済産業大臣印 ↓ 裏 工業用水道事業法抜すい 第24条経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度 において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所又は工業用水道事 業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類その他の物件を 検査させることができる。 2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携 帯し、関係人に提示しなければならない。 3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた ものと解釈してはならない。 第30条次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。 四第24条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
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様
式
第
２
４

様式第24（平8通産令11・一部改正） 事業況書 1給水開始年月日 年月日 2給水の状況 立方メ 給水先給水開始年月備考 契約給水量／日 ートル 合計 3料金 円 ／ 立方メートル 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  

様
式
第
２
５

様式第25（平8通産令11・一部改正） 工業用水道施設状況書 1工業用水道施設の位置、規模および構造 工業用水道施設の要 設計図面（別紙） 2浄水方法の要および供給する工業用水の水質 3配水管の末端における水圧 最高最低 備考用紙の大きさは、A列4号とすること。  
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